
 

利用料金規定一覧 

 

１ あじさい会館基本利用料金 

（令和５年９月３０日までの利用料金） 

区分 １日 

（午前９時～午後１０時。ただし、大和室以下の項

については、午後６時～午後１０時） 

ホール 
平日 ３７，３００円 

土曜日・日曜日・休日 ４９，６００円 

第１展示室 ９，５００円 

第２展示室 ６，１００円 

講習室 ３，９００円 

研修室 ３，５００円 

大和室 ３，９００円 

第１和室 １，４００円 

第２和室 ８００円 

第３和室 ８００円 

（令和５年１０月１日以降の利用料金） 

区分 １日 

（午前９時～午後１０時。ただし、大和室以下の項

については、午後６時～午後１０時） 

ホール 
平日 ３７，３００円 

土曜日・日曜日・休日 ４９，６００円 

第１展示室 ９，５００円 

第２展示室 ６，１００円 

講習室 ３，９００円 

研修室 ３，５００円 

大和室 ３，３００円 

第１和室 １，２００円 

第２和室 ７００円 

第３和室 ７００円 

備考 平日とは、土曜日、日曜日及び休日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日をいう。）以外の日をいう。 
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２ 南分室基本利用料金 

（令和５年９月３０日までの利用料金） 

区分 １日（午後６時～午後１０時） 

高齢者交流室 １，７００円 

情報交換ルーム １，０００円 

（令和５年１０月１日以降の利用料金） 

区分 １日（午後６時～午後１０時） 

高齢者交流室 １，４００円 

情報交換ルーム ８００円 

 

３ 緑分室基本利用料金 

（令和５年９月３０日までの利用料金） 

区分 １日(午後６時～午後１０時) 

高齢者交流室 １，２００円 

情報交換ルーム １，０００円 

（令和５年１０月１日以降の利用料金） 

区分 １日(午後６時～午後１０時) 

高齢者交流室 １，０００円 

情報交換ルーム ８５０円 

 

４ あじさい会館附属設備利用料金 

区分 １日(午前９時～午後１０時) 

第１楽屋 ３，４００円 

第２楽屋 ２，１００円 

 

５ あじさい会館、南分室及び緑分室器具等利用料金 

区分 単位 利用料金 

施設 種別 

ホール 

照明設備 １列、１本又は１台１日 ３，３００円 

音響設備 １本、１台、１組又は１式１日 ８，７００円 

舞台設備 １台、１枚、１双、１巻又は１式１日 ４，５００円 

その他 持込器具の表示消費電力１キロワット１日 ７５０円 

その他 
１枚、１個又は持込器具の表示消費電力１キロワッ

ト１日 
７５０円 

備考 持込器具使用電力料の利用料を算出する基礎となる持込器具の表示消費電力の１キロワット未満

の端数は、１キロワットとみなす。 

 

  



６ 加算利用料金 

（１）利用者が、商業の宣伝、商品の販売その他これに類する目的のために利用するときは、ホールに

あっては基本利用料金に１５０パーセントを、ホール以外の施設にあっては基本利用料金に１２０パ

ーセントをそれぞれ乗じて得た額を加算する。ただし、ホール以外の施設を商業の宣伝、商品の販売

その他これに類する目的のために利用し、かつ、入場料その他これに類する料金（以下「入場料」と

いう。）を１，０００円を超えて徴収するときは、基本利用料金に１３０パーセントを乗じて得た額

を加算する。 

（２）（１）以外の場合で、利用者が入場料を徴収するときは、基本利用料金に次に定める率を乗じて

得た額を加算する。 

ア 入場料３００円以下のとき。 ３０パーセント 

イ 入場料３００円を超え１，０００円以下のとき。 ８０パーセント 

ウ 入場料１，０００円を超えるとき。 １３０パーセント 

（３）舞台のみの利用料金 

利用者が、練習等のためホールの舞台のみを利用する場合の利用料金は、基本利用料金の５０パーセ

ントの額とする。 

 

７ 延長等に係る利用料金 

利用の承認を受けた時間の延長又は繰上げの承認を得て利用する場合の当該延長又は繰上げに係る利

用料金は、１時間につき、当該利用に係る１日の基本利用料金の額（ただし、加算利用料金の加算があ

る場合には、これを加算した額）に１０パーセントを乗じて得た額とする。この場合において、延長又

は繰上げに係る利用の承認を受けた時間に１時間未満の端数があるときには、これを１時間とみなす。 

 


